
イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力をお願いします
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区分 負担上限額（月額）

新
設

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上 140,100円（世帯）
課税所得380万円（年収約770万円）～課税所
得690万円（年収約1,160万円）未満 93,000円（世帯）

市町村民税課税～課税所得380万円（年収約
770万円）未満 44,400円（世帯）

世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円（世帯）
前年の公的年金等収入金額＋その他の合
計所得金額の合計が80万円以下の人など

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護を受給している人など 15,000円（世帯）

区分 令和3年7月まで 令和3年8月から

年金収入等80万円以下（第2段階）

単身1,000万円、夫婦2,000万円

単身650万円、夫婦1,650万円

年金収入等80万円超120万円以下（第3段階①） 単身550万円、夫婦1,550万円

年金収入等120万円超（第３段階②） 単身500万円、夫婦1,500万円

区分
施設入所者 ショートステイ利用者

令和3年7月まで 令和3年8月から 令和3年7月まで 令和3年8月から

年金収入等80万円以下（第2段階） 390円 390円 390円 600円

年金収入等80万円超120万円以下（第3段階①） 650円 650円 650円 1,000円

年金収入等120万円超（第３段階②） 650円 1,360円 650円 1,300円

は
、
超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制

度
で
す
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図
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ま
す
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１
）

（表1）

（表2）

※年金収入等：公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額

※補足給付の対象ではない人の負担する額は、施設と利用者の契約により決められています。食事の提供に要する平均的な
費用の額（基準費用額）は、1,392円→1,445円（日額）に変わります。

（表3）
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